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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

＜ニュースの内容＞ 

◼ 【募集中】令和３年度都道府県・指定都市保育士会正副会長セミナー

（WEB）開催のご案内 

◼ 「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係る FAQ

（ver.1）」が公表される 

◼ 「『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援

金』期間延長に係る保育所等の保護者に向けた再度の周知について

（協力依頼）」が発出される  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

◆ 【募集中】令和３年度  都道府県・指定都市保育士会

正副会長セミナー（WEB）開催のご案内／2 月 15 日（火）開催 
 

全国保育士会では、「令和３年度都道府県・指定都市保育士会正副会長セミナー」

を開催いたします。なお、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、Zoom を使用したリ

アルタイム配信による WEB セミナーとなります。 

本セミナーは、都道府県・指定都市保育士会正副会長が一堂に会する唯一の場とし

て、全国保育士会の取り組みや国の動向、組織強化にかかる課題や対応方策等を共有

し、保育士会組織の充実強化に寄与することを目的に毎年開催しているものです。 

本年度のセミナーでは、「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会」

（以下、在り方検討会）の報告をうけ、これまでの保育士会組織の取り組みを振り返

り、さらなる保育の質の確保・向上や組織強化について考えます。 

ご講義いただく堀 科先生（東京家政大学准教授）は、上述の「在り方検討会」に委員

として参画されていました。在り方検討会の検討内容の解説をいただくとともに、保育所

あるいは保育関係組織に求められることについてご助言等をいただきます。 

また、講義をうけ、グループ討議を実施します。今年度ご協力いただいた「都道府県・
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指定都市保育士会組織に関する調査」を踏まえ、各組織の実態を共有し、課題解決へ向け

た検討を行っていただきます。 

各組織の地域性が反映された活動が、別の地域にとっても有益なものとなる可能性が

あります。各地域の活動の特色、抱えている課題等を共有し合うことで、今後の組織運営

のヒントが見つかれば幸いです。皆様のお申し込み、お待ちしております。 

【日  時】令和 4年 2月 15日（火）12：55 ～ 17：40 

【参 加 費】5,000円（1名あたり） 

【参加申込】令和 4年 1月 31日（月） 

【プログラム】※休憩等を除いた主なプログラムを抜粋 

時 間 内  容 

13:05～13:25 

（20 分） 

【基調報告】 

「全国保育士会 令和３年度事業進捗状況と今後の取り組みについ

て」 

全国保育士会 会長  村松 幹子  

13:25～13:55 

（30 分） 

【講義Ⅰ】行政説明 

「子ども・子育て支援の施策動向について」 

 講師：厚生労働省 子ども家庭局 保育課 

14:00～15:30 

（90 分） 

※最後の 10 分 

質疑応答 

【講義Ⅱ】 

「地域における保育所・保育士等の在り方について（仮題）」 

⚫ 「地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会（以下、検討

会）」では、「子どもの数や生産年齢人口の減少、地域のつながりの希薄

化等を踏まえ、地域における保育の提供の在り方を検討することが求め

られており、また、我が国の今後の人口構造等の変化を見据えると、地

域だけの問題でなく、全国的な課題になることも想定される。」ことに

対し、中長期的な視座にたち、今後の保育所や保育士等の在り方につい

て検討がなされました。 

 

⚫ 本講義では、委員として検討会に参画されている堀先生（東京家政大

学）よりポイントをご講義いただくとともに、今後、保育所あるいは保

育関係組織に求められることについてご助言等をいただきます。 

 講 師 ： 東京家政大学 准教授 堀 科 氏 

15：40～17：10 

（90 分） 

【グループ討議】 

テーマ「各組織の充実強化のために行っている取り組みや課題について考える」 

⚫ 講義内容を踏まえ、地域において、保育所に何が求められ、どのように

展開していくのか、そのためにどのような組織強化をしていくべきと考

えられるか各都道府県・指定都市内の保育所や組織における地域課題お

よび充実強化について具体的に共有します。 
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⚫ 今年度実施した、「都道府県・指定都市保育士会組織に関する調査」を

踏まえ、各組織で次年度に向けてどのような取り組みを行っていくべき

なのかあるいは、今年度下半期にすでに組み込んでいるものについて意

見交換を行い、課題解決へ向けた検討をおこないます。 

開催要項およびお申し込み等の詳細は下記ホームページをご確認ください。  

■全国保育士会ホームページ＞研修会＞都道府県・指定都市保育士会正副会長セミナー  

  https://www.z-hoikushikai.com/kensyukai/index.php 

 

◆ 「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に

係る FAQ（ver.1）」が公表される 
 

令和 4 年 2 月からの保育現場で働く方々の収入の 3%程度引き上げに向け、令和 4 年

1 月 14 日に「FAQ（ver.1）が公表されました。あわせて、「よくある質問と答え」につ

いてまとめられた事業者向けのリーフレットも公表されています。 

また、本事業は準備期間が短期間となることから、自治体において問い合わせの回答

が困難な場合があることも踏まえ、施設や事業者からの問い合わせに対応するために下

記のコールセンターが設置されます。 
 

コールセンター ＜名  称＞ 内閣府処遇改善臨時特例事業コールセンター 

＜電話番号＞ ０１２０－５３９－１９９ 

＜受付時間＞ 平日 9 時から 18 時 30 分まで 

＜設置期間＞ 令和 4 年 1 月 14 日から 3 月末まで（予定） 
 

FAQ は、「対象職員」、「要件」、「賃金改善額の算定方法等」、「公立」、「市町村実務」、

「実施円滑化実務」、「その他」の 7 項目に分けられ、1 月 14 日時点で 43 問となっていま

す。 

下記に注意が必要な FAQ を抜粋します。 

5-1 市町村 

実務 

市町村は今回の処遇改善

を必ず実施しなければな

らないのでしょうか。 

今回の処遇改善を実施しない市町村に所在する施

設・事業所は、賃金改善の有無に関わらず補助を

受けることができないこととなります。このよう

な事態を避けるため、教育・保育などの現場で勤

務する職員の方々の収入を引き上げるという本事

業の趣旨をご理解いただき、本事業を実施してい

ただきたいと考えております。市町村におかれて

は、事業者が予見性をもって賃金改善に取り組め

るよう、２月より前に、可能な限り事業の実施の

有無又は方針について管内の事業者に対して周知

するようお願いいたします。 

https://www.z-hoikushikai.com/kensyukai/index.php
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→ 回答にあるように、市町村が処遇改善を実施しない場合は、保育所等が賃金改善を実

施したとしても、補助を受けることができません。2 月からの実施に向け、短期間で

の対応が必要となりますので、施設側からも自治体担当者に十分な確認が必要になる

と思われます。 

 

2-3 要件 

 

「賃金改善部分」の処遇改

善について、令和４年４月

以降に、令和４年２月分及

び３月分の賃金改善を遡

及して支払うことは可能

でしょうか。 

令和４年２月から実際に職員の賃金改善を行うこ

とを要件としています。賃金規程等の改定に一定

の時間を要することを考慮し、３月に、２月分及

び３月分をまとめて一時金により支給することも

可能ですが、４月以降に支払う場合には補助対象

外になります。 

→ 今回の処遇改善のかかる補助を受けるためには、3 月までに賃金改善を行うことが必

要です。4 月以降に賃金改善を行った場合は、補助対象外となりますので、ご注意く

ださい。 

 

3-

10 
賃金改

善額の

算定方

法等 

国家公務員給与改定に準

じた給与の引下げを既に

行っている公営以外の施

設・事業所においてはどの

ように対応すべきでしょ

うか。 

公定価格が令和３年度内に減額改定されると見込

んで給与の減額改定を行っていた施設は、別途、

手当や一時金等の支給により、令和３年度の賃金

水準を当該減額改定前の賃金水準とした上で、

「3%程度（月額 9,000 円）」の処遇改善を行う必

要があります。 

→ 令和 3 年人事院勧告は期末手当を 0.15 月分引き下げる内容となりましたが、公定価格

では令和 3 年度の減額改定が行われませんでした。給与の減額改定を行っていた施設

は、当該減額改定前の賃金水準としたうえで、月額 9,000 円の処遇改善を行うことが

必要です。 

 

5-2 市町村

実務 

今回の処遇改善の実施に

当たっては、処遇改善等加

算と同様に、申請段階で賃

金改善計画書とともに、賃

金規程や賃金台帳等の挙

証資料の提出を求め、事前

に確認を行う必要がある

のでしょうか。 

申請の段階では、賃金改善計画書に記入されてい

る内容が本事業の要件に合致しているかを確認す

ることで足ります。一方で、実績報告書の確認の

際には、賃金規程や賃金台帳等の添付を求め、記

載内容について確認を行う必要があります。 

→ 今回の処遇改善の補助を受けるためには、「賃金改善計画書」をあらかじめ市町村に提

出し、その後「実績報告書」の提出が必要となります。 

そのほか詳細は別添資料をご確認ください。 
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◆ 「『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等

対応助成金・支援金』期間延長に係る保育所等の保

護者に向けた再度の周知について（協力依頼）」が

発出される 
令和 4 年 1 月 13 日、標記事務連絡が、都道府県・指定都市・中核市の民生主管部（局）

宛てに発出されました。 

これは、新型コロナウイルス感染症の影響による保育所等の臨時休園等にともない、

子どもの世話を行うことが必要になったことにより仕事ができなくなっている子育て

世代を支援し、子どもの健康、安全を確保するための対策を講じるため、令和 3 年 9 月

30 日から再開されていた下記の「助成金・支援金」の対象となる休暇の取得期間が、

「令和 3 年 12 月 31 日まで」から「令和 4 年 3 月 31 日まで」に改正されました。 

本助成金・支援金の申請期限については、令和 4 年 1 月 1 日～同年 3 月 31 日までの

休暇取得分は、令和 4 年 1 月 1 日～同年 5 月 31 日までとなっています。 

小学校休業等対応助成金 

子どもの世話を保護者として行うことが必要となった

労働者に対し、有給の休暇（労働基準法上の年次有給

休暇を除く）を取得させた事業主への助成金 

小学校休業等対応支援金 

（委託を受けて個人で仕事をする方向け） 

子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなく

なった個人で仕事をする保護者への支援金 

本助成金のさらなる活用促進のため、都道府県労働局に「特別相談窓口」が設置さ

れ、労働者からの「（企業に）この助成金を利用してもらいたい」等の相談内容に応

じ、事業主への特別休暇制度導入・助成金活用の働きかけ等を行っています。  

新型コロナウイルス感染症については、オミクロン株の拡大により保育所等の休園

数も増加することが考えられます。今回の制度延長にともなって、保護者に対して、

本助成金・支援金の情報が行き渡るよう、貴施設におかれましても下記HPに掲載のリ

ーフレット等を活用し、ご案内いただきますようお願いいたします。  

（参考） 厚生労働省ホームページ 

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html  

・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金（委託を受けて個人で仕事をする方） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html 

※ 申請窓口や必要書類等については、上記リンク先に掲載されています。  

・小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html

